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NPO ニュース ごぶさたです！ 

大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」 指定管理者 

特定非営利活動法人 男女共同参画おおた 

ハイライト 
２００４年 

●７月２５日（日）「こらぼ大森まつり」…エセナおおたの取り組み

を発表 

●８月２８日（土）国立女性教育会館「ヌエック」…指定管理者に

ついてワークショップ開催（上記参照） 

●８月２９日（日）社会教育全国協議会「猪苗代全国集会」…女

性の分科会「連携と協働の朝～センター管理、事業運営、全てを

区民の手に～」にて指定管理者制度の発表 

●１０月２３日（土）埼玉県浦和市｢埼玉共済会館」…さいたまＮＰ

Ｏセンター主催「指定管理者制度の実践と課題」について、東京

都立大学の教諭・荒井文昭氏とともに講義 

●１２月１日（水）大田区立「雪谷文化センター」…「指定管理者

制度について」実践と課題の講義 

●１２月2日（木）中野区より来訪 

●１２月2４日（金）品川区より来訪 

２００５年 

●１月１９日（水）港区人権課より来訪 

●１月２０日（木）武蔵野ヒューマンネットワークセンターより来訪 

●１月２２日（土）静岡県清水市「ハートピア清水」…基調講演（左

記参照） 

●２月４日（金）韓国より来訪 

●２月４日（金）大田区立区民センター…文利連研修会「区民が

運営したい文化センター」～指定管理者制度とＮＰＯ法人男女

共同参画おおたの取り組み～について講演 

●２月１０日（木）内閣府男女共同参画室より来訪 

２００４年８月埼玉県武蔵嵐山にある国立女性教育会館（ヌエック）で行なわ

れた「男女共同参画のための女性学･ジェンダー研究･交流フォーラム」に参

加してワークショップを開催しました。 

２００３年９月地方自治法の改正に伴い、 ＮＰＯや企業が公的な施設の管

理を請け負うことができる｢指定管理者制度｣が施行され、 私たちは２００４年

４月から「エセナおおた」の指定管理者となった経緯と、管理代行の中から見

えてきたことなどを発表しました。 

全国から集まった参加者は、行政関係・女性団体関係・個人など合わせて

80名を超え、質問が後を絶たない状況でした。行政関係者の多くは、指定管理

者制度の導入によって、誰にどのような方法で施設の管理を任せたらいいの

かを迷っており、市民の側は自分たちが指定管理者になるためにはどのよう

にアピールすればよいのかを探っている様子が見られました。 

国立女性教育会館のワークショップに参加 

２００４年８月２８日（土） 

協働で実現！ センターの管理運営が市民の手に 

～２３区初、東京都大田区立男女平等推進センターの 

指定管理者制度導入の事例発表～ 

静岡県清水市で北田理事長講演 

 清水ネット、静岡市女性

会館主催による市民フォー

ラムに北田理事長が招か

れ、「エセナおおた」のセン

ター管理、運営についての

基調講演を行ないました。 

 職員には「仕事の自覚を

持つ研修」を重ねているこ

と、ご利用者には「市民同士

として区営とは違ったセン

ター管理をしている」ことな

ど、日ごろの事業運営の具

体例を盛り込んだ話をしまし

た。 

２００５年１月２２日（土） 

「市 民 が 運 営 す る と ど う 変 わ

る？－自覚して行動する市民に

なるレシピ」にて、大田区立男女

平等推進センターの取り組みに

ついて講演する北田理事長 

エセナおおた１階喫茶コーナー

で、軽いお食事とお茶が楽しめ

る喫茶店を開いています。 

玄関を入るとコーヒーのいい香

りが迎えてくれます。ぜひお立

ち寄りください。    

カフェおひさま営業中 

AM11:30～PM17:00まで 
開いています。 

 その他の事業 

●ＰＣ講習 

●韓国語講座 

●天使のポット 

●アプリコ：サロンコンサート 

（編集：青木千惠） 


